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令和５年４月１日付け組織改正（案）の一部追加について 

 

 

１ 基本的な考え方 

区政の重点課題・緊急課題への対応や、事業見直し等に伴う体制を整備するため、

令和５年４月１日付け組織改正（案）を一部追加する。 

  

２ 組織図（案） 

  別紙のとおり 
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令和5年4月1日付け組織改正（案）
【一部追加】

今回、一部追加した内容
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所管部 改正内容

教育委
員会事
務局

副参事（スポーツ推進担当）

中央図書館

教育監

乳幼児教育・保育支援課

教育総務課

教育環境課

生涯学習課

教育指導課

改正組織
（２月１０日教育委員会報告案）

◆国（文部科学省）からの派遣（割愛採用）
により、引き続き国との調整機能が確保で
き、かつ専門性や幅広い知見を活かしなが
ら、三部の連携を強化し一層の学校教育の推
進が図れることから、教育監を廃止する。

支援教育課

教育研究・ICT推進課

教育相談課

地域学校連携課

副参事（学校経営・教育支援担当）

学校教育部

教育政策・生涯学習部

学校職員課

副参事（教育施設担当）

副参事（領域連携担当）

副参事(地域生涯学習推進担当)（５）

学校健康推進課

教育総合センター

学務課

改正組織
（一部追加案）

教育政策・生涯学習部

教育総務課

学校健康推進課

教育環境課

生涯学習課

中央図書館

副参事（教育施設担当）

副参事（領域連携担当）

副参事(地域生涯学習推進担当)（５）

学校教育部

学校職員課

教育指導課

学務課

教育研究・ICT推進課

支援教育課

乳幼児教育・保育支援課

地域学校連携課

副参事（学校経営・教育支援担当）

副参事（スポーツ推進担当）

教育総合センター

教育相談課
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